
船舶事故調査報告書 

令和７年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年１１月２６日 ０２時１７分ごろ 

発生場所 山口県上関
かみのせき

町天
あま

田
た

島南西方沖 

 天田島灯台から真方位２５９°９５０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°４６.２′ 東経１３２°０２.５′） 

事故の概要  貨物船がんばろう,日本
にっぽん

は、左転しながら航行中、暗岩に乗り揚げ

た。 

事故調査の経過 令和６年１２月６日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 がんばろう,日本、４９９トン 

 １４１６３４、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、ト

クヤマ海陸運送株式会社、山口汽船株式会社（Ａ社） 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

航海士、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 船底に破口等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東南東、風速 約３～４m/s、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の中央期、潮高 約１３５cm（徳

山） 

 事故の経過  本船は、船長及び航海士ほか４人が乗り組み、１.５海里（Ｍ）レ

ンジ及び８Ｍレンジに設定したレーダー並びに航海予定針路を入力し

た電子海図表示装置を作動させ、山口県徳山
とくやま

下松
くだまつ

港を出港し、広島県

広島港に向かった。 

航海士は、遠隔操舵装置（リモコン）により操船に当たり、約１

１.５～１２.０ノットの対地速力で南東進中、天田島南西方沖に至っ

た頃、前路に操業中の漁船を認めたので、レーダー及び電子海図表示

装置で自船の位置を確認しないまま、左転を開始した。 

航海士は、本船が左転しながら天田島南西方沖の水深約１.１ｍの

暗岩（以下「本件岩」という。）上を通過した際、軽い衝撃を感じ、

乗り揚げたことを知った。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

航海士は、船内電話で休息中の船長に連絡した。 

船長は、Ａ社に本事故発生の連絡を行うとともに海上保安庁に同旨

の通報を行った。 

本船の喫水は、船首約３.８０ｍ、船尾約４.８５ｍであった。 

航海士は、これまでに本事故発生場所付近を約５０～７０回航行し

た経験があり、本件岩の存在を知っていた。 

航海士は、本事故時、前路に操業中の漁船を認めた際、同漁船を避

けることに意識が向いて本件岩の存在を忘れ、早めに同漁船を避航し

ようとして左転を開始し、その後も船位の確認をしなかったので、本

件岩の上を通過する進路になっていたことに気付かなかった。 

船長は、事前に電子海図表示装置に航海予定針路を入力していたも
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のの、船橋当直者全員が慣れた航路であったので、地形を把握してい

ると思い、浅所等に接近したら警告が鳴るように設定してはいなかっ

た。 

分析  本船は、天田島南西方沖を左転しながら航行中、航海士が、船位の

確認をしなかったことから、本件岩に向かっていることに気付かず、

本件岩に乗り揚げたものと考えられる。 

航海士は、前路に操業中の漁船を認めた際、同漁船を避けることに

意識が向いて本件岩の存在を忘れ、早めに同漁船を避航しようとし

て、レーダー及び電子海図表示装置で自船の位置を確認せずに左転を

開始したものと考えられる。 

船長は、事前に電子海図表示装置に航海予定針路を入力していたも

のの、船橋当直者全員が慣れた航路であったことから、地形を把握し

ていると思い、浅所等に接近したら警告が鳴るように設定していな

かったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、天田島南西方沖を航行中、航海士が、前

路に操業中の漁船を認めた際、同漁船を避けることに意識が向いて本

件岩の存在を忘れ、レーダー及び電子海図表示装置で自船の位置を確

認せずに左転を開始し、その後も船位の確認をしなかったため、本件

岩に向かう進路となっていることに気付かず、本件岩に乗り揚げたも

のと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、当直中に航行予定海域の浅所等の位置を当直交代

前にあらかじめ確認しておくこと。 

・船長は、電子海図表示装置に航海予定針路を入力する際、併せて

浅所等に接近したら警告が鳴るように設定しておくことが望まし

い。 


